京の森の恵み伝統継承事業実施要領


令和８年４月28日
８林第２８２号　


第１  趣旨
[bookmark: _Hlk220857142]知事は、古くから文化財の保存修理、伝統行事及び伝統産業並びに多様な食文化を支えてきた特用林産物の生産振興を通じて、森林の多面的機能の維持増進とともに地域林業の活性化を図るため、特用林産物の生産基盤及び生産施設の整備に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則（昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。）及びこの要領の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

第２　定義
　　この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）特用林産物　食用のきのこ類、樹実類、漆、竹材等をいう。
（２）特用樹林　　特用林産物を生産する森林等をいう。

[bookmark: _Hlk220779717]第３　補助対象事業等
補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）の事業種目、補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）、事業を実施する者（以下「事業主体」という。）、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び補助上限額は別表１のとおりとする。
[bookmark: _Hlk220922788][bookmark: _Hlk220779794][bookmark: _Hlk220922707][bookmark: _Hlk220780576]２　本事業の事業主体の所在地、事業実施箇所及び装置・機械等の設置箇所は、原則、府内に限るものとする。
３　補助対象経費が、国、地方自治体その他の機関から受ける同種の補助金等と重複する場合は、本事業の対象としない。

第４　実施計画の提出及び補助対象事業の決定
　　補助金の交付の申請をしようとする者は、知事が別に定める期日までに事業実施計画書（別記第１号様式）を提出しなければならない。
２　知事は、前項により提出のあった事業実施計画書の内容について、別表２の採択に係る指標により検討の上、適当と認める場合は、予算の範囲内で計画の承認を行うものとする。

第５　交付申請
　　規則第５条第１項に規定する申請書は、別記第２号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに、知事に提出するものとする。

第６　交付決定前着手届
　　補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請を行った日から当該申請に係る補助金の交付決定の前の日までに事業を実施しようとする場合において、交付決定前着手届（別記第３号様式）を知事に提出し、その承認を受けたときはこの限りでない。

第７　変更の承認申請
　　規則第９条の規定による変更の承認に係る申請書は、別記第４号様式によるものとし、補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。)が、次に掲げる変更をしようとする場合は、あらかじめ知事に提出し、その承認を受けなければならない。
（１）補助金額の増又は３割を超える減
（２）事業内容の変更

第８　状況報告
　　規則第11条に規定する報告は、第９の規定による実績報告書の提出をもって代えるものとする。

第９　実績報告
　　規則第13条に規定する実績報告書については、別記第５号様式によるものとし、
事業実施報告書（別記第６号様式）に関係書類を添付し、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の３月20日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

第10　書類の提出等
[bookmark: _Hlk221014866]　　この要領に基づき知事に提出する書類の部数は１部とし、事業実施箇所を所管する京都府広域振興局の長（京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては京都府京都林務事務所の長）に提出するものとする。

第11　書類の整備
[bookmark: _Hlk220859121]　　補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これら書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。
第12　財産の管理及び処分
[bookmark: _Hlk220859193][bookmark: _Hlk220859827][bookmark: _Hlk220859469][bookmark: _Hlk220859682]　　補助事業者は、補助対象事業が完了した後も補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産（以下「取得財産」という。）について、取得財産管理台帳（別記第７号様式）を備え、その保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。
２　規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数とし、同条第２号に規定する知事が定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
３　補助事業者は、前項に定める期間内において、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、財産処分承認申請書（別記第８号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
４　知事は、提出のあった財産処分承認申請書の内容が、別表３の承認基準に基づき、やむを得ないと認めるときは、必要に応じ、条件を付して、規則第19条の承認を行うものとする。
５　知事は、規則第19条の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産等の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。

第13　その他
　　規則及び要領に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

附　則（令和８年４月28日付け８林第２８２号）
　（施行時期等）
１　この要領は、令和８年４月28日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。
（豊かな森の恵み創造事業実施要領の廃止）
２　豊かな森の恵み創造事業実施要領（令和３年11月５日付け３林第553号）は、廃止する。
　（経過措置）
３　前項の規定による廃止前の豊かな森の恵み創造事業実施要領（以下「旧要領」という。）の規定に基づき令和７年度以前に交付した補助金については、旧要領の規定は、なおその効力を有する。
別表１
	事業種目
	補助対象者
	事業主体
	補助対象経費※３
	補助率
	補助上限額

	[bookmark: _Hlk221105835]特用樹林生産基盤整備
	事業主体
	文化財保護法（昭和25年法律第214号）第147条に基づき、文部科学大臣が認定する選定保存技術の保存団体
	文化財建造物の保存修理に必要となる国産漆の生産振興のため、ウルシ園地造成整備及び当該整備と併せて実施する生産技術伝承者の養成の取組に要する経費
	定額
	１事業主体当たり100万円

	特用林産物※１
生産支援
	生産基盤の整備
	事業主体。ただし、市町村以外が事業主体である場合において、当該事業主体の事業に対し、市町村が補助するときは、当該市町村を補助対象者とすることができる。
	市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、特用林産物を生産する法人、林業者等の組織する団体※２
	特用樹林の造成、獣害対策施設の設置、ほだ場等造成及びこれに付随する作業道等の整備に要する経費※４
	１／２以内
	１事業主体当たり50万円

	
	生産に必要な施設の整備
	
	
	特用林産物の生産施設装置、生産用機械、加工・貯蔵施設装置の整備に要する経費※５
	１／２以内
	１事業主体当たり150万円。ただし、「京のブランド産品」として認定されている特用林産物の生産に必要であって、受益戸数が50戸を超える施設の整備においては、300万円。


※１：特用林産物のうち、山菜・薬草等は対象としない。
※２：林業者等の組織する団体は３名以上の林業者が加入しているものとし、法人格の有無は問わない。
※３：補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含まないものとする。
※４：ほだ木や種菌等の購入に要する経常的経費は除く。
[bookmark: _Hlk85132747]※５：専ら対象品目の生産・加工・貯蔵に使用される施設を対象とし、本事業名及び事業実施年度を装置・機械等に明示すること。


別表２
採択に係る指標
	
	項　目
	評価指標

	１
	府施策との整合
	・事業の趣旨に沿った実施計画となっているか。
・京都府の普及計画等において推奨される品目に係る実施計画となっているか。


	２
	事業の必要性



	・目標の達成のために必要な実施計画となっているか。
・早期に取り組むべき実施計画となっているか。



	３

	事業計画の妥当性
	・当該品目の生産量又は生産額を増加させる実施計画となっているか。
・目標に応じた受益戸数となっているか。



	４
	地域への貢献



	・地域の特用林産物の生産振興や森林整備に貢献する取組となっているか。
・実施計画が先進的、先導的な取組となっているか。


	５
	事業実施の確実性
	・適切に事業を遂行し、完了後も目標達成のため継続して実施できる体制となっているか。






別表３
取得財産に係る処分等の承認基準
	処分区分
	承認条件
	補助金返還額
	備　　考

	目的外使用
	補助目的に従った取得財産の使用を継続する場合
	補助金返還
（ただし、備考の場合は補助金返還は不要とする。）
	目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。（注２）
なお、許認可等を受け、取得財産の未活用部分の目的外使用により生じる収益（収入から管理費その他に要する費用を差し引いた額）に補助率を乗じた金額を返還する。
	本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、取得財産の遊休期間（農閑期等当該補助対象財産を使用しない期間をいう。以下同じ。）内に一時使用する場合、承認までに他の法令に基づく許認可等を受けることが明らかであり、取得財産が有する本来の能力の未活用部分について、収益を得ることなく使用する場合（注１）又は自己の責任において当該取得財産と同等の機能を有する他の財産を新たに確保し、補助条件を承継する場合

	
	補助目的に従った取得財産の使用を中止する場合
	道路拡張等により取り壊す場合
	補助金返還
	財産処分により生じる収益（損失補償金を含む。）に補助率を乗じた金額を返還する。
	自己の責に帰さない事情等やむを得ない場合に限る。

	
	
	上記以外の場合
	補助金返還
	残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。（注２）
	

	譲渡

	有償
	補助金返還
（ただし、備考の場合は補助金返還は不要とする。）
	譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。（注２）
	以下のいずれかに該当し、取得財産の処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合。
ア　取得財産の所有者の法人化に伴い、当該取得財産を設立された法人へ譲渡し、経営に同一性・継続性が認められる場合
イ　取得財産を所有する法人が、事業の効率化等による収益力の向上を図るため、当該取得財産を当該法人が議決権の過半数を有する別法人に譲渡する場合

	
	無償
	補助金返還
（ただし、備考の場合は補助金返還は不要とする。）
	残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。（注２）
	取得財産の処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合

	交換
	下取交換の場合
	取得財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。
	
	

	
	下取交換以外の場合
	交換差益額を補助金返還、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。
	交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。
	原則、交換により差損が生じない場合に限る。

	貸付け
	有償
（遊休期間内の一時貸付け）
	収益を補助金返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。
	貸付けにより生じる収益（貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額）に補助率を乗じた金額を返還する。
	

	
	無償
（遊休期間内の一時貸付け）
	本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。
	
	

	
	長期間（１年以上）の貸付け
	補助金返還（ただし、備考の場合は補助金返還は不要とする。）
	残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。（注２）
	以下のいずれかに該当し、取得財産の処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合
ア　取得財産の所有者の法人化に伴い、当該取得財産を設立された法人へ譲渡し、経営に同一性・継続性が認められる場合
イ　取得財産を所有する法人が、事業の効率化等による収益力の向上を図るため、当該取得財産を当該法人が議決権の過半数を有する別法人に譲渡する場合

	担保
	補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合
	担保権が実行される場合は補助金返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。
	残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。（注２）
	




（注１）他の法令に基づく許認可等(*)を受けた場合には、当該許認可等を証する書類の写しを承認申請書に添付すること。
　　　許認可等とは、行政手続法(平成５年法律第88号)第２条第３号に規定する許認可等をいう。
（注２）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回ることが明らかな場合においては、「残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額」を「残存簿価」に、「譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額」を「譲渡契約額又は残存簿価のいずれか高い金額」に読み替えることができる。
（備考１）上記の返還金算定方式による補助金相当額の返還の上限は、処分する取得財産に係る補助金額とする。
（備考２）補助率については、確定補助率の数値を用いること。
（備考３）知事は、上記の処分区分又は承認条件により難い事情があると認める場合には、他の条件を付すことができる

